
自治体連合「南信州モデル」について 
～多様な自治を育む「南信州」をめざして～ 

 

 

１ 「自治体連合」検討の背景 

今、地方自治体は、国・地方の財政危機を背景とする三位一体改革や少子・高

齢化、環境問題等への対応に迫られ、抜本的な行財政改革や多様な協働体制の構

築が急務となっている。 

特に、住民に最も身近な自治体である市町村においては、住民が心豊かに安心

して暮らせるよう、自主性と自律性を十分発揮しながら、効率的で持続可能な行

政体制を確立していくことが求められており、そのための手段として、市町村合

併や広域連携等の推進が論議されているところである。 

市町村は様々な行政サービスを実施しているが、その事務量や行政コストは、

人口規模や地理的条件等によって差異があるため、行財政改革の手法についても

多様な選択肢について検討し、地域の実情にあったものを選択していくことが重

要と考える。 

ことに、広大な面積に小規模町村が散在する飯伊地域においては、自治体単独

での行財政改革に必ずしも十分な成果が得られない分野も想定されることから、

複数自治体による事務の共同処理や委託、住民との協働体制の構築が有効な手段

の一つとして期待されており、その具体化に向けた検討が求められている。 

 

【多様な自治を構想する】 

「自治」のあり方は多様である。既に、広域連合や一部事務組合、事務の委託等が活用さ

れているが、事務の性質や量に応じて更に共同化を図ることにより、地域の実情に即した行

政サービスを効率的に提供することができ、自律的な行財政運営が可能となる。 

事務の委託（Ｆ町←Ｄ村）

　一部事務組合
　（２村）

Ａ町

Ｂ村

Ｃ村

Ｄ　村
(自立)

Ｅ 村
(自立)

町村連合
（１町２村）

より身近な事務は、
近隣町村と連携

Ｆ　町

合併

事務量の極めて少ない
事務は他の町村へ委託

一定の規模で共同化が
可能な事務は、相当数
の町村で連携
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２ 検討の論点 

(1) 共同化が望ましい事務の把握 

市町村は多くの事務や行政サービスを行っているが、それぞれの分野につい

て、どのような方法で処理することがより効率的で経済的な処理ができるかと

いう観点で調査を行った。 

その結果、戸籍事務や議会運営、選挙事務などの自治体固有の事務を除き、

多くの事務で、その全部または一部について共同化が可能であるという結論に

至った。（※調査結果は資料１「事務の振分表」のとおり） 

 

（共同化が望ましい事務とは…） 

・ 専門性が高く、小規模町村では職員の確保が難しいもの。 

・ 定型的で独自性が乏しく、各市町村が同じ事務処理を行うもの。 

・ 各市町村で同じシステムを必要とするもの。 

・ 制度が一律で独自の施策の余地がなく、共同処理が可能なもの。 

・ 市町村境にまたがるもの。 

・ 広域的な業務   等 

 (2) 共同処理方式の検討 

事務処理の共同化については、機関・職員の共同設置、事務の委託、地方公

共団体の組合など多様な制度が考えられるが、設置される組織の自主性、主体

性の確保、実現の可能性等を考慮し、現行法（地方自治法）に定める、一部事

務組合、広域連合を基本に制度設計を行った。 

 （資料２「事務の共同化に係る制度一覧」参照）  

(3) 多様な協働体制の構築 

ア 県との協働体制 

住民に身近な行政サービスは、市町村が担うことが原則であるが、地域に

よっては共同処理を行っても規模や性質の面で効率性が低いものもあること

から県が積極的な役割を果たすことで更なる効果を発揮できる。 

自治体連合等に県が参画することによって、地域における県事務と市町村

事務の連携が強化されるとともに、専門職員の確保やサービス体制の充実が

期待できる。 

 

 

 

     

参画・協働 

     （共同処理機関）                   （長野県） 

   （ふるさと振興局の合同設置、駐在員派遣など） 
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イ 公私協働の推進（地域住民、ＮＰＯ等との協働体制） 

近年、地域における公的なサービスを、行政のみが提供するのではなく、

住民やコミュニティ組織、ＮＰＯ、民間企業など様々なセクターとの協働に

よって担って行くことが期待されている。 

例えば、連合の事務局やサポートセンターに、「官」「民」の両者が共有す

る部分を創出し、「公の場」において様々な主体が参加・活動できる弾力的な

組織体制（「地域住民による住民のための自治センター」のようなイメージの

もの）を構築するなど、地域に根ざしたサービス機関とすることも必要であ

る。 

 

 (4) その他 

ア 住民自治の拡充方策 

住民自治を拡充するためには、代表者の選出だけでなく選出された代表者

による意思決定への参加機会が具体的に保障されることが重要である。将来

的には、連合の首長や議会議員の直接選挙制度を導入したり、住民の意思を

反映させるための審議会制度なども検討すべきと考える。 

 

イ 情報公開と説明責任 

一部事務組合や広域連合は、ややもすれば住民と行政との距離が遠くなり、

責任の所在が不明確となりやすいなどの問題点も懸念されていることから、

地域住民が政策決定過程に参画し住民との協働を推進するための「情報共有」

の仕組みを構想することが重要である。 

 

 

（参考資料 飯伊地域の市町村の人口規模と財政力）           

                               （単位：人） 

 
 

高森町 
12,528 大鹿村 

1,522 

上村 
838 

下條村 
4,075 

天龍村 
2,239 

喬木村 
7,089 

浪合村 
793 

平谷村 
712 

阿南町 
6,232 

豊丘村 7,221 

南信濃村 
2,370 

根羽村 
1,380 

売木村 
741 

阿智村 
6,183 

泰阜村 
2,237 

飯田市 
107,381  清内路村 

781 

松川町 
14,070 

 
 

 
 
 

 
 

 

0.2未満 
0.2～0.3 
0.3～0.4 
0.4～0.5 
0.5以上 
財政力指数 

 

 

 

 

 

 
（人口＝H12国勢調査） 
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３ 共同処理方式の提案（モデルパターン） 

 

(1) 一部事務組合方式 「町村事務サポートセンター（仮称）」 

・複数の町村が共同で「町村事務サポートセンター」を設置し、各町村の事務をまとめて処理

します。 

・現行の一部事務組合制度（地方自治法第 284 条第２項、同法２８５条）の仕組みを適用しま

す。 

・サポートセンターでは、処理する事務に関連する強い権限を持たず、各町村に共通した定型

的な事務をまとめて処理します。このため、町村ごとに行っていた事務を一度に処理するこ

とができ、重複する事務処理の軽減や事務コストの削減が期待できます。 

・サポートセンターの財源には、構成町村からの負担金や委託料等を充てます。 

 

活 用 制 度 複合的一部事務組合（特別地方公共団体） 根 拠 法 令 地方自治法第 284 条第 2 項、同法第 285 条 

構 成 市 町 村 地理的、歴史的に関係の深い複数の町村で構成する。 

長 管理者又は理事会（規約で定める） 

議 会 組合議会（定数、選出方法等は規約で定める） 

組 織 等 組織、委員会等は規約で定める 

職 員 
プロパー及び構成市町村からの派遣、NPO 等 

必要に応じて県職員の派遣を求める 

実 施 事 務 規約で定める（各町村において決定した共同事務をサポートセンターにおいて執行） 

長 所 

・広域計画の作成等の負担がなく、共同処理の目的が充足できる。 

・基本的な決定権が町村に残るので、各町村が独自性を発揮できる。 

・定型的な業務が集約され、各町村職員の担当事務数が減るため、政策立案業務に専念でき、住民

サービスの向上が図れる。 

短 所 
・事務の共同処理にとどまり、権限委譲の受け皿となるような発展性に欠ける。 

・既存システムの統一にあたり、各町村の独自仕様等の調整が必要となる。 

当 方 式 に 適

す る と 思 わ

れ る 事 務 

１定型的で独自性が低く、各町村が同じ事務処理を行うもの 

２各町村が同様のシステムにより事務処理を行っているもの 

３新たにシステムを開発するもの 

４専門分野の業務である程度の経験が必要な事務 

 

そ の 他 権限委譲は受けないため、サポートセンターの権限は弱い 

 

 

○

○

ふるさと振興局の合同設置

駐在員派遣など）

連携

Ａ　町 Ｂ　村 Ｃ　村 住民に身近な窓口業務、地域福祉、
税財政等は各町村が直接執行する。

その他の共通業務は、各町村で予算
措置してサポートセンターが執行

（長野県）
町 村 事 務
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

権限､予算権限､予算 権限､予算
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(2) ミニ広域連合方式 「○○地区町村連合役場（仮称）」 

・ブロック単位等で複数の町村が共同で「連合役場」を設置し、各町村の事務をまとめて処理

します。 

・現行の広域連合制度（地方自治法第 284 条第３項）の仕組みを適用します。 

・連合役場は、処理する事務に関する権限を各町村から、また必要に応じ県から権限委譲を受

け、直接事務を処理します。このため、各地域の実情に応じた事務を柔軟に処理することが

できます。 

・連合役場の財源には、構成町村からの負担金、国・県等からの補助金、地方債、使用料や手

数料等を充てます。 

 

活 用 制 度 広域連合（特別地方公共団体） 根 拠 法 令 地方自治法第 284 条第 3 項 

構 成 市 町 村 地理的、歴史的に関係の深い複数の町村で構成する。 

長 連合長（直接選挙など…規約で定める）＜必要に応じて副連合長、収入役を置く＞ 

議 会 連合議会（定数、選出方法（直接選挙など）等は規約で定める） 

組 織 等 組織、委員会等は規約で定める 

職 員 プロパー及び構成市町村からの派遣、NPO 等 ＜必要に応じて県職員の派遣を求める＞ 

実 施 事 務 規約で定める（地域における共同事務を連合役場において決定、執行） 

長 所 

・国、県からの権限委譲が受けられるため、より発展性がある。 

・広域計画により、足並みを揃えた広域行政が可能となる。 

・直接選挙や直接請求ができ、より民意が反映できる。 

・ブロック単位での運営のため、地域の実情に応じた運営が可能で機動性が高い。 

・連合長に権限があるので、意思決定が早い。 

短 所 
・広域計画の作成が必要で、町村間調整等の事務負担が発生する。 

・事務によって処理権限が役場と連合役場に別れ（二重構造）るため、住民には分かりづらい。 

当 方 式 に 適

す る と 思 わ

れ る 事 務 

１住民の利便性向上を目的とする広域的な行政 

２スケールメリットが期待される事務 

３専門的・高度な知識技術が必要な事務 

４地域の広域的課題に対するシンクタンク機能 

 

そ の 他 権限委譲を受けるため、連合役場の権限は強い 

 

 

ふるさと振興局の合同設置

○

駐在員派遣など）

（長野県）

   連携

Ａ　町 Ｂ　村 Ｃ　村
住民に身近な窓口業務、地域福
祉は各町村が直接執行する。

・連 合 長
・連合議会

連合役場

権限､予算
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(3) 広域連合拡充（連合支所）方式 

「南信州広域連合○○地域振興センター（仮称）」 

・現行の南信州広域連合を拡充し、ブロック単位に連合支所を設けます。 

・飯伊全体をまとめたのでは、広すぎて効率的でない事務について、支所単位で処理します。 

・現行の広域連合制度（地方自治法第 284 条第３項）の仕組みを適用します。 

・今まで広域連合で処理するには、規模が適当でなかった事務についても、処理することがで

きます。複数の連合体を作る必要がないため、運営経費も節減できます。 

・財源は、構成町村からの負担金、国・県等からの補助金、地方債、使用料や手数料等を充て

ます。 

 

活 用 制 度 広域連合（特別地方公共団体） 根 拠 法 令 地方自治法第 284 条第 3 項 

構 成 市 町 村 広域圏内の市町村 

長 連合長（規約） 

議 会 連合議会（定数、選出方法等は規約で定める） 

組 織 等 組織、委員会等は規約で定める 

職 員 
プロパー及び構成市町村からの派遣 

必要に応じて県職員の派遣を求める 

実 施 事 務 規約で定める（事務処理の範囲を拡充し、地域ごとの共同事務を連合支所において執行） 

長 所 

・飯田・下伊那地域の一体感の醸成に繋がる。 

・現行組織の拡充なので、事務処理の拡充がしやすい。 

・権限委譲の受け皿になりうる。 

・スケールメリットと住民への身近なサービス提供を兼ね備えている。 

 

短 所 

・構成団体の総意の調整に時間を要する。 

・支所のない町村では身近な窓口業務が不便になる。 

・意思決定の経過が見えにくい。 

 

当 方 式 に 適

す る と 思 わ

れ る 事 務 

１住民の利便性向上を目的として、ある程度スケールメリットが期待されるもの。 

２ブロック規模程度の地域住民に密着した業務 

３高度で専門的な知識技術が必要な業務 

 

 

そ の 他 権限委譲を受けるため、連合支所の権限は強い 

 

 

　(権限拡充)

ふるさと振興局の合同設置

駐在員派遣など）

○

○

（長野県）

 連携

(組織充実)

連合支所をブロック単位(中核役場内)に
置き､共通事務を処理する。

住民に身近な窓口業務､地域福祉､税財政
等は各町村役場において直接執行する。

広域連合(現行)

連合支所 連合支所 連合支所
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